
JP 4440026 B2 2010.3.24

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
レンズ鏡筒またはレンズ鏡筒を格納するレンズ外装の外周の少なくとも一部に係合溝を有
するカメラと着脱するカメラ付属装置であって、
　円管状で、内周壁の少なくとも一部に突起を有する係合片を有し、内周が前記レンズ外
装の外周に装着可能な係合部材と、
　円管状で、内周壁に押出部を有し、内周が前記係合部材の外周に回動可能に保持され、
前記係合部材に保持された状態で前記係合部材に対して回動することにより、前記押出部
によって、前記係合部材を、前記係合片が押し出された状態と前記係合片が押し出されな
い状態とに切り替えることができる前記ロック部材と、を組み合わせてなり、
　前記カメラに取り付けた状態で前記係合片が押し出された状態にしたとき、前記係合片
の突起が前記カメラの係合溝に係合することにより、前記カメラに保持されるカメラ付属
装置。
【請求項２】
前記ロック部材は前記カメラ側の内周にカバー部を有し、
　前記係合片は先端に被圧部を有し、
　前記ロック部材の押出部によって前記係合片が押し出されない状態にしたとき、前記カ
バー部は前記被圧部を被覆する、
ことを特徴とする請求項１に記載のカメラ付属装置。
【請求項３】
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前記カメラはレンズ鏡筒またはレンズ鏡筒を格納するレンズ外装の外周の少なくとも一部
に規制穴を有し、
　前記係合部材は前記カメラ側の内周に規制リブを有し、
　前記カメラに取り付けたとき、前記規制リブは前記規制穴に嵌まり込む、
ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載のカメラ付属装置。
【請求項４】
前記ロック部材は内周にロック係合部を有し、
　前記係合部材は外周にロック凸部およびアンロック凸部を有し、
　前記ロック部材の押出部によって前記係合片が押し出された状態にしたとき、前記ロッ
ク係合部は前記ロック凸部に係合し、前記係合片が押し出されない状態にしたとき、前記
ロック係合部は前記アンロック凸部に係合する、
ことを特徴とする請求項１から請求項３のいずれかに記載のカメラ付属装置。
【請求項５】
請求項１から請求項４のいずれかに記載のカメラ付属装置を装着可能なカメラ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カメラに着脱可能なアダプタ、レンズフードなどのカメラ付属装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来のレンズフードは、例えば、特許文献１に開示されている。特許文献１に開示され
たレンズフードは、カメラのレンズ鏡筒と、バヨネット結合するよう構成されている。こ
のようにバヨネット結合をすることにより、レンズフードの遮光板の位置を変更可能であ
り、真上位置だけでなく、斜め、真横から等からの有害光の入射をカットすることができ
る。
【特許文献１】特開平６－８２８８０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、従来のレンズフードでは、レンズフードおよびレンズ鏡筒にバヨネット
構造を取り付ける必要があり、その分構造が複雑になっていた。
【０００４】
　そこで、本発明の目的は、上記問題を解決し、簡単な構造で、しかも簡単な操作でカメ
ラに装着できるカメラ付属装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するために、本発明のカメラ付属装置は、レンズ鏡筒またはレンズ鏡筒
を格納するレンズ外装の外周の少なくとも一部に係合溝を有するカメラと着脱するカメラ
付属装置であって、円管状で、内周壁の少なくとも一部に突起を有する係合片を有し、内
周が前記レンズ外装の外周に装着可能な係合部材と、円管状で、内周壁に押出部を有し、
内周が前記係合部材の外周に回動可能に保持され、前記係合部材に保持された状態で前記
係合部材に対して回動することにより、前記押出部によって、前記係合部材を、前記係合
片が押し出された状態と前記係合片が押し出されない状態とに切り替えることができる前
記ロック部材と、を組み合わせてなり、前記カメラに取り付けた状態で前記係合片が押し
出された状態にしたとき、前記係合片の突起が前記カメラの係合溝に係合することにより
、前記カメラに保持される。
【発明の効果】
【０００６】
　上述の本発明によれば、簡単な構造で、しかも簡単な操作でカメラに装着できるカメラ
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付属装置を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
（実施の形態）
　（１）概要
　本発明の概要を図１～４を用いて以下説明する。図１は、カメラ５０とアダプタ１００
とレンズフード４０の分解斜視図である。図２は、カメラ５０にアダプタ１００を装着し
、アダプタ１００にレンズフード４０を装着したときの側面図である。
【０００８】
　本発明のアダプタ１００は、カメラ５０に簡単な操作で固定できる。具体的には、アダ
プタ１００をカメラ５０に装着した上で、アダプタ１００のロック部材１１０を図１の矢
印Ｂ方向に所定角度回しただけでカメラ５０に固定できる。
【０００９】
　アダプタ１００はカメラ５０のレンズ外装５２に着脱可能である。アダプタ１００は、
カメラ５０に装着したときには、カメラ５０に対して固定される。レンズフード４０は、
アダプタ１００に対して着脱可能である。レンズフード４０も、アダプタ１００に装着し
たとき、アダプタ１００に対して固定される。したがって、レンズフード４０は、カメラ
５０に対して固定される。そのため、レンズフード４０をカメラ５０に装着したとき、レ
ンズフード４０の切り欠き部４１はカメラ５０に対して常に一定の位置関係になり、一定
の遮光を実現できる。
【００１０】
　また、レンズフード４０はアダプタ１００に対して、図２に示すように切り欠き部４１
が被写体側に向いた状態で装着することもでき、反対に、切り欠き部４１がカメラ５０側
に向いた状態で装着することもできる。レンズフード４０を切り欠き部４１がカメラ５０
側に向いた状態でアダプタ１００に装着することもできるため、レンズフード４０を装着
した状態でも、全体をコンパクトにできるため、持ち運びに便利である。
【００１１】
　カメラ５０は、レンズを保持するレンズ鏡筒５１を有する。レンズ鏡筒５１は、使用時
にはレンズ外装５２から飛び出し、不使用時にはレンズ外装５２に格納される。したがっ
て、カメラ５０は、いわゆる沈胴式のカメラである。しかし、本発明は、沈胴式のカメラ
に限らず、沈胴しないカメラにも適用可能である。沈胴しないカメラに適用する場合、レ
ンズ鏡筒５１とレンズ外装５２とを兼用させたカメラになる。レンズ外装５２の外周には
溝状の係合溝５３が形成されている。
【００１２】
　図３は、カメラ５０の下方からみた斜視図である。レンズ外装５２の先端には、規制穴
５４が設けられている。
【００１３】
　図４は、カメラ５０側からみたアダプタ１００の斜視図である。アダプタ１００は、ロ
ック部材１１０と保持部材１２０と係合部材１３０とを組み合わせることにより構成され
る。
【００１４】
　ロック部材１１０は、円管状である。ロック部材１１０は、カメラ５０側の内周にカバ
ー部１１１を設ける。カバー部１１１は、後述する被圧部１３２を被覆するためのもので
ある。
【００１５】
　保持部材１２０は、円管状である。保持部材１２０は、外周がロック部材１１０の内周
に回動可能に保持されている。保持部材１２０の内周壁には規制リブ１２１が設けられて
いる。規制リブ１２１は、アダプタ１００がカメラ５０に取り付けられたとき、図３に示
すカメラ５０の規制穴５４に嵌まり込む。これによって、保持部材１２０は、アダプタ１
００がカメラ５０に取り付けられたとき、レンズ外装５２の外周に沿って回らないように
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規制される。保持部材１２０は、レンズフード４０側の先端にレンズフード４０を取り付
けるためのフード取付部１２２を有する。フード取付部１２２は、外周にカムが形成され
ている。このカムがレンズフード４０を規制するため、保持部材１２０は、レンズフード
４０を常に一定の位置関係で固定することができる。
【００１６】
　係合部材１３０は、円管状である。係合部材１３０は、保持部材１２０に固定されてい
る。係合部材１３０のカメラ５０側の一部に係合片１３１が設けられている。さらに、係
合片１３１には被圧部１３２や突起１３３が設けられている。被圧部１３２は、後述する
ロック部材１１０の押出部１１２（図５参照）に当接し、それにより、係合片１３１全体
が係合部材１３０の直径中心方向に押し出される。アダプタ１００をカメラ５０に装着し
た状態で、係合片１３１を係合部材１３０の直径中心方向に押し出すと、突起１３３は、
カメラ５０の係合溝５３に係合して、アダプタ１００がカメラ５０から離脱するのを防ぐ
ことができる。
【００１７】
　（２）アダプタ１００の構成
　図５は、アダプタ１００をレンズフード４０側からみた分解斜視図である。アダプタ１
００は、保持部材１２０の外周にカメラ５０側から係合部材１３０をはめ込んで固定し、
固定された構成物をさらにロック部材１１０の内周にはめ込むことにより組み立てること
ができる。以下、それぞれの構成を詳細に説明する。
【００１８】
　保持部材１２０のレンズフード４０側には組合せ部１２６が設けられている。また、保
持部材１２０の中央付近の外周壁にはロック凸部１２４とアンロック凸部１２５とを備え
る。ロック凸部１２４とアンロック凸部１２５とは、互いに所定間隔離れた箇所に設けら
れた突起である。また、保持部材１２０のカメラ５０側の外周壁には固定凸部１２３が設
けられている。
【００１９】
　係合部材１３０は、その内周壁が保持部材１２０の外周壁に当接するようにして、保持
部材１２０と組み合わせることによって、保持部材１２０に固定できる。係合部材１３０
を保持部材１２０の外周にカメラ５０側からはめ込むと、係合部材１３０の固定部１３４
が保持部材１２０の固定凸部１２３に係合する。これにより、係合部材１３０は、保持部
材１２０に固定される。また、上述したように、係合部材１３０のカメラ５０側先端には
係合片１３１が設けられており、係合片１３１には被圧部１３２、突起１３３が設けられ
ている。被圧部１３２は、係合片１３１の最先端に設けられており、外周に膨らみを有し
ている。この膨らみにより、被圧部１３２は、後述するロック部材１１０の押出部１１２
によって、押し出され易くなっている。突起１３３は、係合片１３１の内周壁に円周方向
に沿うようにして形成されている。係合片１３１は、弾性を有し、係合部材１３０の直径
中心方向の反対方向に付勢されている。
【００２０】
　なお、本発明の実施の形態では、係合部材１３０を保持部材１２０とは別の部材として
構成した。これは、係合部材１３０の材料を保持部材１２０の材料とは別の材料で成形で
きるという効果があるからである。例えば、係合部材１３０だけを摺動性の良い材料で成
形することも可能である。しかし、本発明はこの実施の形態に限らず、係合部材１３０と
保持部材１２０とを一体成形してもよい。このようにすることで、保持部材１２０と係合
部材１３０とを組み合せるための工程を省くことができる。
【００２１】
　ロック部材１１０のレンズフード４０側の内周壁には、組合せ保持部１１４が形成され
ている。組合せ保持部１１４は、保持部材１２０に係合部材１３０を固定したものをロッ
ク部材１１０の中にはめ込むと、保持部材１２０の組合せ部１２６と係合する。これによ
り、保持部材１２０はロック部材１１０から抜け出ることなくロック部材１１０に保持さ
れる。また、ロック部材１１０の中央部の内周壁には突起状のロック係合部１１３が形成
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されている。ロック係合部１１３は、保持部材１２０のロック凸部１２４およびアンロッ
ク凸部１２５に選択的に係合する。ロック係合部１１３がロック凸部１２４に係合すると
き、係合片１３１が係合部材１３０の直径中心方向に押し出された状態で保持される（以
下、この状態をロック状態という）一方、ロック係合部１１３がアンロック凸部１２５に
係合するとき、係合片１３１が係合部材１３０の直径中心方向に押し出されない状態（以
下、この状態をアンロック状態という）で保持される。また、ロック部材１１０のカメラ
５０側の内周壁にはカバー部１１と押出部１１２が形成されている。カバー部１１は、ア
ンロック状態で、係合部材１３０の被圧部１３２を被覆する。押出部１１２は、図中矢印
Ａ方向に沿って、少しずつ突き出すような形状をしている。押出部１１２は、ロック状態
で係合片１３１の被圧部１３２と当接する。
【００２２】
　（３）アダプタ１００の機能
　（３－１）アダプタ１００の機能の概要
　上述したように、保持部材１２０と係合部材１３０とロック部材１１０とを組み合わせ
ると、アダプタ１００を得ることができる。組み合わせた状態で、ロック部材１１０は、
保持部材１２０および係合部材１３０に対して、ロック状態になるまで図５中矢印Ｂ方向
に回すことができ、アンロック状態になるまで図５中矢印Ａ方向に回すことができる。こ
のアダプタ１００の機能を図６～１４を用いて、以下詳細に説明する。
【００２３】
　図６、９、１２は、被圧部１３２の部分でアダプタ１００を輪切りにしてカメラ５０側
からみた断面図である。図７、１０、１３は、被圧部１３２の部分でアダプタ１００を光
軸方向に切ったときの断面図である。図８、１１、１４は、ロック係合部１１３の部分で
アダプタ１００を輪切りにしてカメラ５０側からみた断面図である。また、図６～８はア
ンロック状態を示す図であり、図９～１１はロック状態の直前を示す図であり、図１２～
１４はロック状態を示す図である。
【００２４】
　（３－２）アンロック状態
　アンロック状態では、図６に示すように、被圧部１３２は、係合部材１３０の直径中心
方向に押し出されることなく、カバー部１１１で被覆されている。アンロック状態におい
て、被圧部１３２をカバー部１１１で被覆するようにしたため、図７に示すように、突起
１３３と係合溝５３とが係合することを防ぐことができ、アダプタ１００のカメラ５０に
対する図中矢印ＣＤ方向の挿抜を確実に確保できる。したがって、アダプタ１００をこの
状態にしてカメラ５０に対して着脱することができる。
【００２５】
　また、ロック部材１１０のロック係合部１１３は、図８に示すように、アンロック凸部
１２５に係合している。この状態では、ロック部材１１０は、図示しない係止手段により
係止されていて、図中矢印Ａ方向には回転できない。一方、ロック部材１１０は、図中矢
印Ｂ方向には回転できる。この方向に回転させるときには、ロック係合部１１３がアンロ
ック凸部１２５と係合しているため、ロック係合部１１３がアンロック凸部１２５を乗り
越えることから、抵抗感（クリック感）を生じる。したがって、ユーザーが意図しない場
合には、アダプタ１００をアンロック状態で保持することができる。
【００２６】
　（３－３）中間状態
　アンロック状態で、ロック部材１１０を図８中矢印Ｂ方向に回すと、アンロック状態が
解除されて、図９～１１に示す状態となる。
【００２７】
　図９に示すように、ロック部材１１０を図８中矢印Ｂ方向に回すことにより、被圧部１
３２は、押出部１１３に当接し始め、係合部材１３０の直径中心方向に押し出される。こ
のとき、図１０に示すように、突起１３３は、係合溝５３に係合し始める。また、ロック
係合部１１３は、図１１に示すように、アンロック凸部１２５とロック凸部１２４との間
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に位置する。
【００２８】
　（３－４）ロック状態
　図９に示す状態からさらに図中矢印Ｂ方向に、ロック部材１１０を回し進めると、図１
２～１４に示すロック状態となる。
【００２９】
　図１２に示すように、被圧部１３２は、押出部１１３に乗り上げ、係合部材１３０の直
径中心方向に押し出される。この状態では、図１３に示すように突起１３３は、係合溝５
３に係合するため、アダプタ１００は、カメラ５０から図中矢印Ｃ方向に離脱することが
できなくなる。また、ロック係合部１１３は、図１４に示すように、ロック凸部１２を乗
り越えた位置で保持される。ロック部材１１０は、図示しない係止手段によって係止され
、図中矢印Ｂ方向にはこれ以上回転することができないよう構成されている。
【００３０】
　（４）まとめ
　以上のように、本発明の実施の形態にかかるアダプタ１００は、レンズ鏡筒５１を格納
するレンズ外装５２の外周の少なくとも一部に係合溝５３を有するカメラ５０と着脱する
カメラ付属装置である。アダプタ１００は、ロック部材１１０と係合部材とを組み合わせ
てなる。ロック部材１１０は、円管状で、内周壁に押出部１１２を有する。係合部材１３
０は、円管状で、外周がロック部材１１０の内周に回動可能に保持され、内周壁の少なく
とも一部に突起１３３を有する係合片１３１を有する。係合部材１３０は、ロック部材１
１０に保持された状態でロック部材１１０に対して回動することにより、ロック部材１１
０の押出部１１２によって係合片１３１が押し出された状態（ロック状態）と係合片１３
１が押し出されない状態（アンロック状態）とに切り替えることができる。そして、アダ
プタ１００は、カメラ５０に取り付けた状態で係合片１３１が押し出された状態にしたと
き、係合片１３１の突起１３３がカメラ５０の係合溝５３に係合することにより、カメラ
に保持される。このように構成することにより、アダプタ１００は、簡単な操作でカメラ
５０に固定することができる。
【００３１】
　なお、本発明の実施の形態ではレンズフード４０をアダプタ１００を介してカメラ５０
に取り付けるようにしたが、レンズフード４０とアダプタ１００を一体に構成しても良い
。
【産業上の利用可能性】
【００３２】
　本発明のカメラ付属装置は、簡単な構造で、しかも簡単な操作でカメラに装着できるた
め、カメラのレンズ鏡筒またはレンズ外装に装着する円管状の付属装置にも適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の実施の形態のアダプタ、レンズフード、カメラの分解斜視図
【図２】本発明の実施の形態のアダプタ、レンズフードをカメラに装着した状態を示す側
面図
【図３】本発明の実施の形態のカメラの下面からみた斜視図
【図４】本発明の実施の形態のアダプタのカメラ側からみた斜視図
【図５】本発明の実施の形態のアダプタのレンズフード側からみた分解斜視図
【図６】本発明の実施の形態のアダプタのアンロック状態での断面図
【図７】本発明の実施の形態のアダプタのアンロック状態での要部断面図
【図８】本発明の実施の形態のアダプタのアンロック状態での断面図
【図９】本発明の実施の形態のアダプタの中間状態での断面図
【図１０】本発明の実施の形態のアダプタの中間状態での要部断面図
【図１１】本発明の実施の形態のアダプタの中間状態での断面図
【図１２】本発明の実施の形態のアダプタのロック状態での断面図
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【図１３】本発明の実施の形態のアダプタのロック状態での要部断面図
【図１４】本発明の実施の形態のアダプタのロック状態での断面図
【符号の説明】
【００３４】
　４０　　レンズフード
　４１　　切り欠き部
　５０　　カメラ
　５１　　レンズ鏡筒
　５２　　レンズ外装
　５３　　係合溝
　５４　　規制穴
　１００　　アダプタ
　１１０　　ロック部材
　１１１　　カバー部
　１１２　　押出部
　１１３　　ロック係合部
　１１４　　組合せ保持部
　１２０　　保持部材
　１２１　　規制リブ
　１２２　　フード取付部
　１２３　　固定凸部
　１２４　　ロック凸部
　１２５　　アンロック凸部
　１２６　　組合せ部
　１３０　　係合部材
　１３１　　係合片
　１３２　　被圧部
　１３３　　突起
　１３４　　固定部
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【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】
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